
徳
島
県
告
示
第
四
百
二
十
六
号

徳
島
県
立
牟
岐
少
年
自
然
の
家
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
徳
島
県
条
例
第
六

十
五
号
）
第
十
一
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
基
づ
き
、
徳
島
県
立
牟
岐
少
年
自
然
の
家
の
利
用
料
金
の
額

の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
承
認
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
九
月
三
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

利
用
料
金
の
額

そ
の
一

基
本
料
金

区

分

単

位

利

用

料

金

の

額

基
本
料
金

一
人
一
日

一
一
〇
円

そ
の
二

特
別
料
金

区

分

単

位

利

用

料

金

の

額

少
年
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者

一
人
一
日

四
四
〇
円

宿

泊

室

そ
の
他
の
者

一
人
一
日

六
五
〇
円

テ
ン
ト

一
人
一
日

五
〇
円

炊
事
用
具

一
式
一
日

一
七
〇
円

キ
ャ
ン
プ
用
毛
布

一
枚
一
日

六
〇
円

備
考１

基
本
料
金
は
、
全
て
の
利
用
者
か
ら
徴
収
す
る
。

２

特
別
料
金
は
、
そ
の
二
の
表
に
掲
げ
る
施
設
又
は
物
品
を
利
用
す
る
利
用
者
か
ら
徴
収
す
る
。

３

県
内
の
少
年
（
指
導
者
を
含
む
。
）
が
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令

第
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
教
育
課
程
と
し
て
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
額
は
、
そ
の
一

の
表
及
び
そ
の
二
の
表
並
び
に
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
宿
泊
室
又
は
テ
ン
ト
を
利
用
す

る
と
き
に
あ
っ
て
は
一
人
一
日
に
つ
き
百
十
円
、
こ
れ
ら
を
利
用
し
な
い
と
き
に
あ
っ
て
は
無
料

と
す
る
。

４

そ
の
一
の
表
及
び
そ
の
二
の
表
並
び
に
前
項
に
お
い
て
「
一
日
」
と
は
、
二
十
四
時
間
以
内
の

時
間
を
い
う
。

５

そ
の
二
の
表
に
お
い
て
「
こ
れ
に
準
ず
る
者
」
と
は
、
学
齢
に
達
し
な
い
者
及
び
高
等
学
校
の

生
徒
、
大
学
の
学
生
そ
の
他
の
生
徒
又
は
学
生
を
い
う
。

二

適
用
開
始
年
月
日



令
和
元
年
十
月
一
日


